
指名停止（泉南市建設工事等指名停止要綱による）
措置日 業者名／所在地 指名停止期間 措置要件

㈱トーニチコンサルタント 令和8年1月13日 から
東京都渋谷区 令和8年2月26日 まで

大日コンサルタント㈱ 令和8年1月13日 から
岐阜県岐阜市 令和8年4月12日 まで

㈱トーニチコンサルタント 令和8年1月13日 から
東京都渋谷区 令和8年4月12日 まで

極東開発工業㈱ 令和7年11月6日 から
大阪府大阪市 令和8年5月5日 まで

新明和工業㈱ 令和7年11月6日 から
兵庫県宝塚市 令和8年8月5日 まで

㈱中央技術コンサルタンツ 令和7年8月8日 から
東京都新宿区 令和8年2月7日 まで

（注）同一事業者については上段の措置が最新のものである

指名停止等措置業者一覧 （令和８年２月２日現在）

令和8年1月13日 要綱別表7(2)ウ

令和7年8月8日 要綱別表8(2)イ

令和7年11月6日
要綱別表7(3)ア及び要綱第
4条第4項

令和7年11月6日 要綱別表7(2)イ

令和8年1月13日 要綱別表7(2)ウ

令和8年2月2日
要綱第4条第6項による指
名停止期間の短縮
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